
【加入を希望する教職員に係る事務手続き】 

（市町（学校組合）立小・中学校所属教職員用） 

１ 公立学校共済組合員である教職員（別添フロー図参照） 

  加入申込等の流れ 

① 個人型確定拠出年金の運用申込を行う金融機関等の窓口で説明を受け、加入申出書等

を入手する。 

② 加入申出書、事業主証明書、同意書（共済組合あて）、同意書（県あて）に記入する。 

       ※掛金納付方法は「個人払込」にしてください。  

     基礎年金番号は、別添「基礎年金番号の確認方法」をもとに可能な範囲で確認い

ただくようお願いします。 

③ 事業主証明書の交付依頼 ⇒ 加入を希望する教職員から直接、健康福利課 総務・

健康福利グループへ送付 

  〔提出書類〕 

   ア 事業主証明書 

イ 同意書（共済組合あて） 

ウ 同意書（県あて） 

エ 事業主証明書を返信するための宛名記載、84 円切手を貼付した長形３号封筒を

同封 

④ 健康福利課から返送された事業主証明書を受領する。 

⑤ ①で説明を受けた金融機関等へ加入申出書、事業主証明書を提出する。・・・申込完了 

⑥ 翌月又は翌々月から、毎月２６日に掛金額が本人の指定した口座から引き落とされる。 

⑦ 金融機関等へ運用指図を行う。 

２ 公立学校共済組合員である教職員以外の教職員（給与等を県費で支出している者に限る。） 

   加入申込等の流れ 

① 個人型確定拠出年金の運用申込を行う金融機関等の窓口で説明を受け、加入申出

書等を入手する。 

② 加入申出書、事業主証明書に記入する。 

       ※掛金納付方法は「個人払込」にしてください。  

基礎年金番号は、別添「基礎年金番号の確認方法」をもとに可能な範囲で確認い

ただくようお願いします。 

  ③ 事業主証明書の交付依頼 ⇒ 加入を希望する教職員から直接、管轄する教育事

務所へ送付 

  〔提出書類〕 

   ア 事業主証明書 

   イ 事業主証明書を返信するための宛名記載、84円切手を貼付した長形３号封筒を

同封 

④ 各教育事務所から事業主証明書を受領する。 

⑤ ①で説明を受けた金融機関等へ加入申出書、事業主証明書を提出する。・申込完了 

⑥ 翌月又は翌々月から、毎月２６日に掛金額が本人の指定した口座から引き落とさ



れる。 

⑦ 金融機関等へ運用指図を行う。 

 ※１ 事業所登録の単位を各教育事務所とすることについて 

個人型確定拠出年金制度は、国民年金法に定める被保険者区分によりその拠出限度

額が異なります。 

事業主証明書は、事業主として加入を希望する職員がどの被保険者資格を有するか

を確認するものであり、また、本制度の実施主体である国民年金基金連合会で加入者

情報の管理に基礎年金番号を用いることから、社会保険関係事務を実施し、所属する

講師等の基礎年金番号を把握している各教育事務所を事業所として登録し、事業主証

明を行うものです。 

なお、この区分の教職員から事業主証明書の交付依頼がなされた場合、当該教職員

から提出される様式（「事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書」）は、

事業主証明書の作成とともに、事業所登録ができるものとなっております。 

  ２ 事業主証明の対象について 

非常勤講師等については厚生年金保険被保険者のみが対象であり、「常時使用する労

働者」に該当せず、厚生年金保険に加入できないものは、事業主証明の対象となりま

せん。 

 


